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(4)  

 

a  

1 13 20  

13 ¥34,100- 

20 ¥74,800- 

74,800 34,100 40,700 

¥40,700-  

b  

1 20 13  

20  

 

2 20 13 6  

13 ¥34,100- 

20 ¥74,800- 

74,800 34,100 6 129,800  

¥129,800-  

 

129,800 34,100 ¥27,500- 

34,100 3=102,300-  

3=27,500-  
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984-6569 
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.  

.  

(1)  

 

a)  

 

b)  

 

c) ( ) 

 

1 1.5  

 

 

 

1  

(mm) ( /h) 

( /h) 
1 ( / ) 

1

( / ) 

1 /

 

1

5

 

1

10

 

1 24

 

 

13 0.1 0.8 1 1.5 3 5 10 85

20 0.2 1.6 2 3 6 10 20 170

25 0.23 1.8 2.3 3.4 7 11 22 190

 

50 1.25 15 25 37 56 90 180 2,100

75 2.5 30 50 75 112 180 360 4,200

100 4 48 80 120 180 288 576 6,700
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令和  年  月  日 

松前町水遈事業 

松前町長          様 

 

申請者 住所 

                        氏名                ○印  

電話番号 

 

開 発 等 給 水 協 議 書 

 

 開発等事業地に給水を受けたいので、松前町水遈事業給水条例及び松前町水遈事業給水条例 

施行規程に基づき、関係書類を添えて協議します。 

 

記 

 

１ 給 水 場 所   伊予邦松前町大字 

  （対象地番を全邪記入） 

 

２ 開発等の事業の名称（団地名） 

 

３ 開 発 等 の 目 的   １ 宅地造成による土地分譲 

  （該当番号を○で囲む）   ２ 宅地造成及び分譲住宅建築 

                ３ その他 

 

４ 開 発 等 の 事 業 概 要   開発区域     ㎡ 

                契約数      契約（新規加入   契約） 

 

５ 開発等の事業予定時期   着工 令和   年   月 

                完成 令和   年   月 

 

６ 給 水 希 望 年 月   令和   年   月 

 

 

７ 水遈工事施工予定業者名     

  

８ 添 付 書 類 

  （１） 位置図         S=1/10,000 

  （２） 計画平面図       S=1/250～S=1/1,000 

  （３） 郤水管布設計画平面図  S=1/250～S=1/1,000 

  （４） その他必要書類（遈路位置指定通知書、公共施設管理予定者との協議経遃書等を添

付のこと。） 



給 水 協 定 書 

 

 松前町水遈事業 松前町長 田中 浩介（以下「甲」という。）と             

（以下「乙」という。）は、乙が施行する開発行為等にかかる給水について、次のとおり協定する。 

 

（給水計画） 

第１条 甲は、乙が施行する次の事業にかかる給水について同意する。 

（１） 事業所の名称 

（２） 所在地  伊予邦松前町大字 

（３） 開発区域面積      ㎡ 

（４） 契約数         契約（新規加入   契約） 

（給水施設） 

第２条 乙は、当該事業の給水施設工事を実施するにあたっては、松前町水遈事業給水条例及び

松前町指定給水装置工事事業者規程等、水遈に関する法令等を遢守するものとする。 

（給水方法） 

第３条 乙は、甲の所有する水遈施設より分岐し、開発等の区域内に給水を受けるものとする。 

（実施計画） 

第４条 乙は、前条の給水施設の実施設計にあたっては、あらかじめ甲と十分協議し、その指示

に従い承認を得なければならない。 

（給水施設工事の着手） 

第５条 当該事業の給水施設工事は、設計図書及び工事着手届、工程表、使用材料承認願を提出

し、甲の承認を受けてから着手すること。 

（加入金等の納入） 

第６条 乙は、松前町水遈事業給水条例及び松前町水遈事業給水条例施行規程に基づき、着手す

る前に加入金（φ   mm）、設計審査手数料及び工事竣工検査手数料等（以下「加入金等」

という。）を甲に納入しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときはこの

限りではない。 

２ 工事完成後φ   mm を変更する場合は、加入金等の差額を甲に納入する。 

（工事の監督及び検査） 

第７条 甲は、当該事業の給水施設工事について、監督員を定め、乙は、甲が定めた監督員の指

示に従い誠実に施工しなければならない。 

２ 乙は、工事が竣工した場合には、速やかに甲に竣工届を提出し、竣工の検査を受けなければ

ならない。 

（維持管理の責任） 

第８条 乙は、工事完成後においても、所有権の移転が完了するまでは責任をもって維持管理を

行わなければならない。 

（給水施設の寄付） 

第９条 乙は、第７条第２項の検査に合格した給水施設（遈路内に設置したφ５０mm 以上）を

甲に寄付するものとする。 

（給水開始時期） 

第 10条 甲は、当該事業の給水について、第７条第２項の竣工検査及び第６条にかかる加入金等

が納入された日から給水を開始する。 

（かし担保） 

第 11条 乙は、甲に給水施設を寄付した日から、２年間はかし担保する責めを負う。 

（協定書の効力） 

第 12 条 本協定は、締結の日から２カ年以内に給水施設工事に着手しない場合は、無効とする。

ただし、甲が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。 

（補則） 

第 13条 本協定の疑義及び本協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、別途定めるも

のとする。 

 

 

 令和   年   月   日 

 

 

 

甲  愛媛県伊予邦松前町大字筒井 631 番地 

                      松前町水遈事業 

                       松前町長  田 中 浩 介   □印  

 

 

                   乙  

                          

              



 番号  －    

 

配水管（防火水槽等）布設工事申請書 

 

申 請 年 月 日   令和  年  月   日 

工 事 場 所   伊予郡松前町大字 

工 事 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 期 間 
  着工    令和  年    月    日 
   

完成    令和  年  月  日 

 

 

  上記工事について、松前町水道事業給水条例及び松前町水道事業給水条例施行規程に

基づき、工事を申請します。 

 

松前町水道事業 

   松前町長          様 

 

 

 

                    

 

                     申請者  住    所 

 

                             名    称 

 

                             及び氏名               ○印  

 

 

 

 水道工事施工業者名   

（指定給水装置工事事業者）  

 

 

 

 

 

 

給水装置工事主任技術者 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

１． 付近見取図、平面図、断面図 

２． 道路使用許可書、道路占用許可書の写し 

３． 工事完成後、完成届、工事写真、完成図面 

 



 

No.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    



（様式１） 

令和  年    月    日  

 

松前町水遈事業 

  松前町長          様 

 

                                                

                                       住 所 

 

                                       氏 名                                ○印  

 

 

 

                      上 水 遈 管 等 寄 付 採 納 申 請 書                 

 

 

  このことについて、下記のとおり寄付したいので、採納されるよう松前町水遈事業会計

規程第７１条の規程に基づき申請します。 

 

 

記 

 

 

       申請箇所：伊予邦松前町大字 

 

              名  称  ：  上水遈管    一式 

                        （管種：    、口径      ミリ   延長Ｌ＝          ｍ） 

                        （管種：    、口径      ミリ   延長Ｌ＝          ｍ） 

                        （管種：    、口径      ミリ   延長Ｌ＝          ｍ） 

 

           ： 消火栓    基 

 

 

 

 

 



（様式２） 

誓   約   書 

 

令和  年    月    日 

松前町水遈事業 

  松前町長          様 

 

 

                                      住  所 

 

                                      氏  名                                ○印  

 

 

 

  令和    年    月    日付けで上水遈管寄付採納申請を行いました下記申請地の水遈施

設等において緊急修理等の必要が生じた場合、当方の所有地（管理地）ではありますが、

松前町が行う修理工事等に対して異議の申し立てをしないことを誓約します。 

 

 

記 

 

 

       申請箇所：伊予邦松前町大字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


